
令
和
元
年
五
月
十
三
日
提
出

質
問
第
一
六
七
号

政
府
に
よ
る
結
婚
支
援
政
策
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

古

本

伸

一

郎
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政
府
に
よ
る
結
婚
支
援
政
策
に
関
す
る
質
問
主
意
書

少
子
化
の
進
む
わ
が
国
に
と
っ
て
、
出
生
率
の
向
上
に
資
す
る
政
策
を
行
う
こ
と
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。

二
〇
一
七
年
の
人
口
動
態
調
査
に
よ
る
と
、
我
が
国
に
お
け
る
「
婚
外
子
」
の
割
合
は
全
体
の
約
二
�
二
％
と
低
い
。
そ
の

原
因
と
し
て
、
税
制
や
社
会
保
障
が
婚
姻
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
、
又
社
会
の
価
値
観
、
家
族
観
等
、
複
数
の
要
因
が
考
え

ら
れ
る
が
、
現
状
と
し
て
多
く
の
男
女
に
と
っ
て
「
結
婚
」
は
、
子
を
も
う
け
る
際
の
事
実
上
の
前
提
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
結
婚
支
援
を
行
う
こ
と
は
少
子
化
対
策
に
極
め
て
有
効
な
政
策
支
援
と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
る
。
各
自
治
体
に
お
い
て
は
マ
ッ
チ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
や
、
結
婚
・
出
産
祝
い
金
等
の
施
策
を
独
自
に
展
開
し
て
い
る
も

の
と
承
知
し
て
い
る
。

政
府
と
し
て
も
「
地
域
少
子
化
対
策
重
点
推
進
交
付
金
」
に
よ
っ
て
、
新
婚
世
帯
向
け
の
「
結
婚
新
生
活
支
援
事
業
」
を
展

開
し
、
結
婚
に
伴
う
新
生
活
に
係
る
コ
ス
ト
（
新
居
の
家
賃
、
引
越
費
用
等
）
に
対
す
る
補
助
を
行
っ
て
い
る
。
国
立
社
会
保

障
・
人
口
問
題
研
究
所
の
「
第
十
五
回
出
生
動
向
基
本
調
査
」
に
よ
る
と
、
結
婚
意
思
の
あ
る
未
婚
者
が
結
婚
の
障
害
と
考
え

る
の
は
、
男
女
と
も
「
結
婚
資
金
」
が
最
も
多
く
（
男
性
四
十
三
�
三
％
、
女
性
四
十
一
�
九
％
）
、
こ
の
点
か
ら
見
て
も
、

結
婚
に
対
す
る
経
済
的
な
補
助
の
政
策
的
妥
当
性
は
確
か
に
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

一



一
方
で
、
「
結
婚
新
生
活
支
援
事
業
」
に
は
対
象
世
帯
の
制
限
が
あ
り
、
そ
の
支
給
要
件
等
の
合
理
性
に
つ
い
て
は
検
討
の

余
地
が
あ
る
と
考
え
る
。
以
上
の
問
題
意
識
の
下
、
政
府
に
よ
る
結
婚
支
援
政
策
に
つ
い
て
、
以
下
質
問
す
る
。

一

「
結
婚
新
生
活
支
援
事
業
」
に
お
け
る
所
得
の
要
件
と
し
て
は
、
「
世
帯
所
得
三
百
四
十
万
円
未
満
」
と
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
の
上
限
を
三
百
四
十
万
円
と
し
た
理
由
と
根
拠
に
つ
い
て
、
お
尋
ね
す
る
。
ま
た
共
働
き
世
帯
が
多
く
な
る
な
か
、

「
主
た
る
生
計
者
の
所
得
」
で
は
な
く
、
夫
婦
合
算
の
「
世
帯
所
得
」
を
上
限
の
要
件
と
し
て
い
る
根
拠
は
何
か
、
説
明
さ

れ
た
い
。

二

「
結
婚
新
生
活
支
援
事
業
」
に
お
け
る
年
齢
制
限
の
要
件
に
つ
い
て
は
、
「
夫
婦
共
に
婚
姻
日
に
お
け
る
年
齢
が
三
十
四

歳
以
下
」
と
さ
れ
て
い
る
。
人
口
動
態
調
査
に
よ
る
と
、
初
婚
年
齢
の
比
率
は
夫
・
妻
共
に
二
十
五
歳
か
ら
二
十
九
歳
で

ピ
ー
ク
を
迎
え
る
（
夫
の
約
三
十
七
％
、
妻
の
約
四
十
二
％
）
も
の
の
、
夫
・
妻
が
三
十
五
歳
以
上
で
初
婚
を
迎
え
て
い
る

者
が
約
二
割
（
十
九
％
）
に
の
ぼ
る
事
実
も
存
在
す
る
。
こ
の
先
、
晩
婚
化
が
更
に
進
め
ば
、
本
支
援
の
対
象
と
な
っ
て
い

な
い
三
十
五
歳
以
上
の
初
婚
が
増
え
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
本
事
業
に
お
い
て
、
支
援
対
象
と
し
て
「
三
十
四
歳

以
下
」
の
年
齢
制
限
を
設
け
て
い
る
根
拠
は
何
か
。
そ
の
合
理
性
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
、
尋
ね
る
。

三

「
結
婚
新
生
活
支
援
事
業
」
に
お
い
て
、
新
婚
の
夫
婦
に
対
象
を
限
定
し
て
い
る
根
拠
は
何
か
。
再
婚
で
あ
る
夫
婦
に
対

二



す
る
支
援
を
講
じ
て
い
な
い
理
由
は
何
か
。

四

「
結
婚
新
生
活
支
援
事
業
」
は
、
二
人
で
新
し
く
生
活
を
始
め
る
者
へ
の
生
活
支
援
が
政
策
目
的
だ
と
す
れ
ば
、
婚
姻
の

有
無
と
は
別
次
元
の
判
断
が
必
要
に
な
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
際
、
当
事
業
が
事
実
婚
、
或
い
は
パ
ー
ト
ナ
ー
を
支
援

の
対
象
外
と
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
、
そ
の
根
拠
は
何
か
。
合
理
的
な
説
明
を
求
め
る
。

五

未
婚
の
シ
ン
グ
ル
マ
ザ
ー
（
フ
ァ
ザ
ー
）
或
い
は
寡
婦
（
夫
）
又
は
離
婚
に
よ
り
単
身
と
な
っ
た
ひ
と
り
親
は
、
「
婚

姻
」
と
い
う
形
を
取
っ
て
い
な
い
も
の
の
、
子
を
も
う
け
養
い
育
て
る
と
い
う
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
子
育
て
の
た
め
の
新
生

活
の
費
用
を
補
助
す
る
こ
と
は
政
策
的
に
一
定
の
合
理
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ひ
と
り
親
の
支
援
策
は
、
「
平
成
三
十

一
年
度
与
党
税
制
改
正
大
綱
」
の
合
意
に
お
い
て
、
住
民
税
非
課
税
の
適
用
拡
大
と
共
に
、
臨
時
・
特
別
の
措
置
と
し
て
給

付
金
が
払
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
現
状
で
は
当
該
支
援
事
業
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
理
由
は
何
か
。
ま
た
今
後

対
象
と
な
る
可
能
性
に
つ
い
て
、
ど
う
考
え
る
か
。

右
質
問
す
る
。

三


